
この付表は、租税特別措置法第41条の15｟先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除｠の規定の適用を受ける方が前年から繰り
越された前 3 年分の先物取引の差金等決済に係る損失の金額を本年分の先物取引に係る雑所得等の金額から控除する場合や翌年以
後に繰り越される前2年分及び本年分に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合に使用します。
なお、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の規定により、雑損失の繰越控除の特例の適用を受け

る方は、『平成　　年分の所得税及び復興特別所得税の　　申告書付表 ( 先物取引に係る繰越損失用 ) ( 東日本大震災の被災者の
方用 ) 』を使用してください。
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お尋ねください。

二
十
八

※ 雑損失の金額は、総合課税の所得、分離課税
の土地建物等の譲渡所得、分離課税の上場株
式等の配当所得等、一般株式等の譲渡所得等、
上場株式等の譲渡所得等、分離課税の先物取
引の雑所得等、山林所得、退職所得の順で差し
引きます。ただし、分離課税の土地建物等の譲渡
所得、分離課税の上場株式等の配当所得等、一
般株式等の譲渡所得等、上場株式等の譲渡所
得等、分離課税の先物取引の雑所得等から差し
引く順序はこれと異なる順序で差し引いても差し
支えありません。
詳しくは、税務署にお尋ねください。
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